
【５】長期組合員退職記念事業について ―健康･福祉担当―

  対象の方にホテルアウィーナ大阪 又は 花のいえで利用できる施設利用券１万円分を贈呈します。

令和５年度退職予定の方は、今年度末（令和６年３月末）までにご申請ください。 

＊令和５年度より対象者条件１の公立学校共済組合加入期間を「通算 25 年以上」から「通算 20 年以

上」へ変更し、対象者の範囲が広くなりました。 

受給対象者 

当該年度内に退職予定の組合員であって、以下の条件を満たす方 

 １. 公立学校共済組合加入期間が通算 20年以上であること（＊） 

 ２. 申請時点で大阪支部の組合員資格を有すること（任意継続組合員は除く） 

※過去に結婚 25周年・永年勤続（単身者）記念事業の施設利用券の交付を受けた方は除く。

申請方法 

〇長期組合員退職記念施設利用券交付申請書 

〇組合員証（健康保険証）＜郵送申請の場合コピー可＞

△返信用封筒（444 円）＜郵送申請の場合のみ＞

申請書の様式はこちら

申請期間 

退職予定の年度中

 退職年度時に公立学校共済組合加入期間が通算 20 年未満の場合又は大阪支部の組合員

資格を有していない場合等であっても、その後、再任用等で組合員資格を再取得し、受給

対象者の条件を満たした場合は申請可能 

贈呈品 施設利用券 10,000 円分（5,000円×２枚）   ※有効期間は、発行日から１年間 

第４章 Ｑ＆Ａ

【１】 年金に関すること

Ｑ１ 退職を考えています。年金の手続きは何をすればいいですか？

A.

なお、年金受給権者の場合は、「退職・資格変動調査票」を大阪支部へ提出してください。 

様式はホームページ（https://www.kouritu.or.jp/osaka/）からダウンロードできます。 

（詳しくは、35ページをご覧ください） 

【年金担当】P25、35参照

Ｑ２ 退職後に引越した場合、必要な手続きは？

A.
公立学校共済組合本部へ住所変更の届出が必要です。 

届出をしないと、年金請求書をはじめ、公立学校共済組合から送付する書類が正しく送付さ

れません。 

また、氏名が変更になった場合も届出が必要です。 

届出の様式（年金待機者異動報告書）はホームページ（https://www.kouritu.or.jp/）から

もダウンロードできます。 

ただし年金受給後は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所変更処理を行うた

め、ご本人による届出は原則不要です。変更には４～５か月程度かかりますので、郵便局で

転送手続きを行ってください。 

【年金担当】

Ｑ３ 退職後、扶養していた配偶者の年金手続きも必要ですか？

A.
在職中、20歳以上 60歳未満の被扶養配偶者は国民年金第 3号被保険者でした。 

退職後、あなたと配偶者が、無職等で厚生年金保険に加入しない場合、60歳になるまで国民

年金への加入が必要です。住所地の市区町村の国民年金担当課で手続きを行ってください。

【年金担当】P26参照

退職により公務員厚生年金の加入から非加入となる場合は、大阪支部で、任命権者等から

の情報提供により待機者登録を行いますので、組合員の皆様からの手続きは不要です。ただ

し、早期退職・定年退職の場合は、任命権者の通知等に従い、退職手当の請求と合わせ、

履歴書の提出をお願いします。 
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Ｑ４ 65 歳になれば自動的に年金の支給が始まりますか？

A.
年金支給は自動では始まりません。年金を受給するためにはご自身で年金請求の手続きをす

る必要があります。請求手続は「年金請求書」を添付書類とともに提出します。（「年金請求

書」は登録された住所へ自動的に送付されます。）年金請求の権利は 5 年で時効となります

ので、早めに手続きを行ってください。 

【年金担当】P28参照

Ｑ５ 年金請求書は、いつ頃送られてきますか？

A.
65歳になる前に、直前に加入していた実施機関（公立学校共済組合や日本年金機構など）か

ら送られます。誕生日を過ぎても年金請求書が届かない場合は、加入していた実施機関へお

問合せください。 

【年金担当】P28参照

Ｑ６ 年金請求書を提出した後、年金が支給されるまでどのくらいですか？

A.
初回の支給は、請求書の提出からおおむね４～６か月後になります。 

年金の支給が決定されると、年金決定通知書及び年金証書が届き、年金の支給が始まります。

年金証書は再就職した時などに必要になりますので、大切に保管してください。 

【年金担当】P33 参照

Ｑ７ 年金の支給日はいつですか？

A.
年金の支給日は２・４・６・８・10・12 の年６回です。 

原則として支給月の 15 日（土曜日のときは 14 日、日曜日のときは 13 日）に、支給月の前

月と前々月の２ヶ月分が後払いで支給されます。 

【年金担当】P33 参照

Ｑ８
年金から税金が天引きされると聞きましたが、何税が引かれるのでしょう

か？

A.
老齢年金は所得税法の規定で「雑所得」に該当します。そのため、年金支給の際に所得税の

源泉徴収が行われます。障害年金・遺族年金は非課税です。 

また、お住まいの市区町村と年金額によっては、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者

医療制度の保険料、住民税等が天引き（特別徴収）されます。 

【年金担当】P34参照

【２】 その他

Ｑ９ 任意継続組合員と国民健康保険、どちらの保険料が安いですか。

A.
保険料は、１年目と２年目で状況が異なります。 

【保険料の算出について】 

任意継続組合員 … 退職時の標準報酬月額を元に算出

国民健康保険  … 前年の所得等を元に算出(計算方法は、市区町村により異なります。)

１年目は、任意継続掛金の方が一般的に安くなる傾向があります。退職直後は、国民健康保

険の保険料の算出の元となる前年の所得が高いためです。 

２年目は、退職によって前年の所得が下がるため、国民健康保険の方が安くなる可能性があ

ります。一方、任意継続掛金は、１年目とほぼ同額となります。 

なお、１年目は任意継続組合員、２年目は国民健康保険に加入することも可能です。 

具体的な国民健康保険の保険料は、お住まいの市区町村の担当課にご確認ください。 

【経理担当】P13参照

Ｑ10
貸付を利用していますが、定年退職後、再任用フルタイムで勤務する予定で

す。引き続き定期償還を続けることはできますか。

A.
退職後、再任用フルタイムや臨時的任用職員で勤務される場合でも、定期償還を続けるこ

とはできません。未償還元利金がある方は退職手当から控除します。 

なお、再任用フルタイム勤務や臨時的任用職員で共済組合加入の方が利用できる貸付は、原

則、発令されている任用期限内に償還が完了する特別貸付のみです。 

【貸付担当】P51 参照

Ｑ11 退職後も宿泊施設利用時に補助を受けられますか。

A.
現職時と同様の大阪支部からの利用補助はございません。ただし、共済組合が運営する施

設は、「宿泊施設特別利用者証」を提示すれば一般料金より有利な組合員料金でご利用にな

れます。 

【健康・福祉担当】P52参照
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